
令和７年３月 26 日 

内閣府男女共同参画局

公共調達における受注機会の増大に関する取組状況の 

フォローアップ結果について（令和５年度） 

国の機関及び独立行政法人等注１は、女性活躍推進法注２第24条第１項等に基づき、

価格以外の要素を評価する調達（総合評価落札方式又は企画競争方式）において、プ

ラチナえるぼし認定・えるぼし認定等を取得した企業注３（以下「ワーク・ライフ・バ

ランス等推進企業」という。）を加点評価する取組（以下「取組」という。）を実施し

ているところ、令和５年度の実施状況等を次のとおり公表します。 

また、地方公共団体においても、女性活躍推進法第24条第２項に基づき、国に準

じて必要な施策を実施するよう努めるものとされているところ、令和６年７月１日

時点での都道府県及び政令指定都市における実施状況を併せて公表します。 

【フォローアップ結果のポイント】 

① 公共調達（公共工事等注４及び物品役務等注５）における加点評価を実施した

調達の規模（令和５年度）

・国の機関 ２兆4,437億円・取組可能調達注６の51.5％

（令和４年度：１兆6,443億円・取組可能調達の38.4％） 

公共工事等では取組可能調達の33.7％（令和４年度：21.8％）、物品役務等 

では取組可能調達の98.0％（令和４年度：99.5％）で加点評価を実施（いずれ

も金額ベース）。 

・独立行政法人等 １兆3,931億円・取組可能調達の94.4％

（令和４年度：１兆3,838億円・取組可能調達の95.2％）

② すべての取組可能調達で取組を実施した機関

・国の機関 取組可能調達の該当のあった29機関中17機関

・独立行政法人等 取組可能調達の該当のあった169法人中147法人
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③ 加点評価に関する方針等の策定状況（令和６年８月１日現在）

・国の機関 29機関中23機関が方針注７及び標準的な加点割合等を策定

・独立行政法人等 179法人中153法人が方針を策定し、153法人中137法人が標

準的な加点割合を策定

④ 国の機関が加点評価を実施した調達における加点割合（最大値）の平均（令和

５年度）

・公共工事等 1.8％（令和４年度：1.8％）

・物品役務等 5.0％（令和４年度：4.9％）

⑤ 国の機関が加点評価を実施した調達におけるワーク・ライフ・バランス等

推進企業の入札参加件数（令和５年度）

・公共工事等 2,637件、加点評価を実施した調達の59.8％（令和４年度：2,540

件、59.2％） 

・物品役務等 5,860件、加点評価を実施した調達の63.6％（令和４年度：5,364

件、62.0％） 

⑥ 国の機関が加点評価を実施した調達におけるワーク・ライフ・バランス等

推進企業の落札件数（令和５年度）

・公共工事等 2,050件、ワーク・ライフ・バランス等推進企業が入札に参加し

た調達の77.7％（令和４年度：1,910件、75.2％） 

・物品役務等 4,878件、ワーク・ライフ・バランス等推進企業が入札に参加し

た調達の83.2％（令和４年度：4,345件、81.0％） 

＜本件連絡先＞ 

内閣府男女共同参画局 

推進課男女共同参画推進官 杉田 

 推進課    後藤・中井・日置 

電話 03-6257-1360（直通） 
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１ 国の機関及び独立行政法人等の取組実績 

（１）国の機関（機関別の状況は別紙１を参照） 

令和５年度 
取組可能調達の規模 

（参考）令和４年度
加点評価を実施した 

調達の規模 

（参考）令和３年度
加点評価を実施した

調達の規模 

うち加点評価を 
実施した調達の規模 

全体 

金額 ４兆 7,471億円 
２兆 4,437億円 
（51.5％） 

１兆 6,443億円
（38.4%） 

１兆 4,946億円 
(37.3％) 

件数 32,997件 
13,624件 
（41.3％） 

12,945件 
（39.6%） 

13,561件 
(39.7％) 

公共工事等 

金額 ３兆 4,361億円 
１兆 1,592億円 
（33.7％） 

7,320億円 
（21.8%） 

6,204億円 
（20.0%） 

件数 23,648件 
4,408件 
(18.6％) 

4,294件 
（18.0%） 

4,346件 
（17.5%） 

物品役務等 

金額 １兆 3,110億円 
１兆 2,845億円 
（98.0％） 

9,123億円 
（99.5%） 

8,743億円 
（97.7%） 

件数 9,349件 
9,216件 

（98.6％） 
8,651件 
（97.9%） 

9,215件 
（98.3%） 

（２）独立行政法人等（法人別の状況は別紙２を参照） 

令和５年度 

取組可能調達の規模 

（参考）令和４年度

加点評価を実施した 

調達の規模 

（参考）令和３年度

加点評価を実施した

調達の規模 

うち加点評価を 

実施した調達の規模 

全体 

金額 １兆 4,756億円 
１兆 3,931億円 

（94.4％） 

１兆 3,838億円 

（95.2%） 

１兆 5,018億円 

（94.8%） 

件数 9,225件 
8,103件 

（87.8％） 

7,997件 

（85.9%） 

9,420件 

（87.7%） 

２ 都道府県及び政令指定都市における国に準じた施策注8の実施状況（令和６年７月１日現在） 

  ①実施済：19団体 

・都道府県：岩手県、秋田県、東京都、新潟県、岐阜県、愛知県、奈良県、香川県、

高知県、熊本県、大分県、鹿児島県（12団体） 

・政令指定都市：横浜市、新潟市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市（７市）

  ②実施予定、検討中及び今後検討予定：４団体 

・都道府県：山形県、京都府（２団体）

・政令指定都市：仙台市、川崎市（２市）

３ 国の機関及び独立行政法人等の加点評価に関する方針等の策定状況（令和６年８月１日現在） 

（機関別、法人別の状況は別紙３、４を参照） 

加点評価に関する方針を 

定めている数と割合 

加点評価に関する方針において標準的な 

加点割合等を定めている数と割合 

国の機関 29機関中 23機関（79.3％） 23機関（100％） 

独立行政法人等 179法人中 153法人（85.5％） 137法人（89.5％） 
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４ 国の機関が加点評価を実施した調達における加点割合（最大値）の平均（機関別の状況は別紙

５を参照） 

令和５年度 

加点割合（最大値）の平均 

（参考）令和４年度 

加点割合（最大値）の平均 

公共工事等 1.8％ 1.8％ 

物品役務等 5.0％ 4.9％ 

５ 国の機関が加点評価を実施した調達におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の入札参加

件数及び落札件数（機関別の状況は別紙５を参照） 

令和５年度 
加点評価を実
施した調達の

件数 

（参考）令和４年度 

ワーク・ライフ・バ

ランス等推進企業

が入札に参加した

調達の件数

（参考）令和４年度 

ワーク・ライフ・バ

ランス等推進企業

が落札した調達の

件数

ワーク・ライフ・

バランス等推進企

業が入札に参加し

た調達の件数 

ワーク・ライフ・

バランス等推進企

業が落札した調達

の件数 

公共工事等 4,408件 
2,637件 

（59.8％） 

2,050件 

（77.7％） 

2,540件

（59.2％） 

1,910件

（75.2％） 

物品役務等 9,216件 
5,860件 

（63.6％） 

4,878件 

（83.2％） 

5,364件

（62.0％） 

4,345件

（81.0％） 

注１ 国の機関：全 29機関 独立行政法人等：全 179法人（東京科学大学は令和６年 10月１日設
立のため、東京医科歯科大学及び東京工業大学として調査） 

注２ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号）をいう。 

注３ 以下の企業をいう。 

・女性活躍推進法に基づく認定（プラチナえるぼし認定・えるぼし認定）を受けた企業

・次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）に基づく認定（プラチナくるみん

認定・くるみん認定）を受けた企業

・青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45年法律第 98号）に基づく認定（ユースエー

ル認定）を受けた企業 

・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないもの）を策定し

た企業（常時雇用する労働者が 100人以下の企業） 

注４ 公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号）第２条に規定する公共 

工事及び公共工事に関する調査等をいう。 

注５ 公共工事等（注４参照）を除いた調達をいう。 

注６ 総合評価落札方式又は企画競争方式による調達から、国及び独立行政法人等における温室 

効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針（平成 19年 12月７日閣議 

決定）にのっとり行われる自動車の購入・賃貸借に係る調達や、取組開始前に設定された長

期継続契約等に基づく事業に係る調達等を除いたものをいう。 

注７ 加点評価の取組について、ガイドライン、要綱、要領、通知等により、定められたものをい

う。 

注８ 総合評価落札方式又は企画競争方式において、女性活躍推進法に基づくプラチナえるぼし 

認定・えるぼし認定を受けた企業を加点評価する取組をいう。 
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